
桑名市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針 

 

令和５年３月３１日 

桑 名 市 農 業 委 員 会 

 

第１ 基本的な考え方 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」という。）

の改正法が平成２８年４月１日に施行され，農業委員会においては「農地等の

利用の最適化の推進」が最も重要な必須事務として，明確に位置づけられた。 

本市では、水稲を基幹作物として平坦部ではトマト、ナバナなどの施設・露

地野菜やシクラメンなどの施設園芸、丘陵地ではミカン、タケノコとの複合経

営が行われている。 

 しかしながら、高齢化や後継者不足などにより農業従事者数は減少している

ため、遊休農地の発生防止 及び解消に努めるとともに、意欲的な農業経営体の

育成・確保、担い手への農地利用の 集積・集約化を進める必要がある。 

 以上のような観点から，地域の強みを活かしながら，活力ある農業を築くた

め，法第７条第１項に基づき，農業委員と農地利用最適化推進委員（以下「推

進委員」という。）が連携し，担当地区ごとの活動を通じて「農地等の利用の最

適化」が一体的に進んでいくよう，桑名市農業委員会の指針として，具体的な

目標と推進方法を以下のとおり定める。 

 なお，単年度の具体的な活動については，「農業委員会事務の実施状況等の公

表について」（平成２８年３月４日付け２７経営第２９３３号農林水産省経営局

農地政策課長通知）に基づく「目標及びその達成に向けた活動計画」のとおり

とする。 

 

第２ 具体的な目標と推進方法 

 １ 遊休農地の発生防止及び解消について 

（１）遊休農地の解消目標 

 管内の農地面積

（Ａ） 

遊休農地面積 

（Ｂ） 

遊休農地の割合

（Ｂ／Ａ） 

現 状 

（令和５年３月） 

 

２，９３８ｈａ 

 

２．０４ｈａ 

 

０．０７％ 

３年後の目標 

（令和８年３月） 

 

２，９０２ｈａ 

 

１．２３ｈａ 

 

０．０４％ 

目 標 

（令和１０年３月） 

 

２，８７８ｈａ 

 

０．９２ｈａ 

 

０．０３％ 



（２）遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法 

①農地の利用状況調査と利用意向調査の実施について 

農業委員と推進委員の担当制による農地法（昭和２７年法律第２２９号）第

３０条第１項の規定による利用状況調査（以下「利用状況調査」という。）と

同法第３２条第１項の規定による利用意向調査（以下「利用意向調査」という。）

の実施について協議・検討し，調査の徹底を図る。それぞれの調査時期につい

ては，「農地法の運用について」（平成２１年１２月１１日付け２１経営第４５

３０号・２１農振第１５９８号農林水産省経営局・農村振興局長連盟通知）に

基づき実施する。 

  なお，従来から農地パトロールの中で行っていた，違反転用の発生防止・

早期発見等，農地の適正な利用の確認に関する現場活動については，利用状

況調査の時期にかかわらず，適宜実施する。 

  利用意向調査の結果を踏まえ，農地法第３４条に基づく農地の利用関係の

調整を行う。 

 

②農地中間管理機構との連携について 

  利用意向調査の結果を受け，農家の意向を踏まえた農地中間管理機構への

貸付け手続きを行う。 

 

③非農地判断について 

  再生利用が困難な農地については，現況に応じて速やかに「非農地判断」

を行い，守るべき農地を明確化する。 

 

 

２．担い手への農地利用の集積・集約化について 

（１）担い手への農地利用集積目標 

 管内の農地面積

（Ａ） 

集積面積 

（Ｂ） 

集積率 

（Ｂ／Ａ） 

現 状 

（令和５年３月） 

 

２，９３８ｈａ 

 

１，１０５ｈａ 

 

３８％ 

３年後の目標 

（令和８年３月） 

 

２，９０２ｈａ 

 

１，２２５ｈａ 

 

４２％ 

目標 

（令和１０年３月） 

 

２，８７８ｈａ 

 

１，３０５ｈａ 

 

４５％ 

 

 



（２）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法 

①「地域計画」の策定について 

農業委員会として，地域（１集落又は数集落）ごとに人と農地の問題解決の

ため，「地域計画」の策定に参画する。 

 

②農地中間管理機構との連携について 

農業委員会は，市，農地中間管理機構，農協等と連携し，農地中間管理事業

の活用を検討するなど，農地の出し手と受け手の意向を踏まえた利用集積を推

進する。 

 

③農地の利用調整と利用権設定について 

管内の地域の農地利用の状況を踏まえ，担い手への農地利用の集積が進んで

いる地域では，担い手の意向を踏まえた農地の集約化のための利用調整・交換

と利用権の再設定を推進する。 

 

３．新規参入の促進について 

（１）新規参入の促進目標  

 新規参入者数（個人又は法人） 

現 状 

（令和５年３月） 
１ 

３年後の目標 

（令和８年３月） 
３ 

目 標 

（令和１０年３月） 
５ 

 

（２）新規参入の促進に向けた具体的な推進方法 

①関係機関との連携 

都道府県・全国の農業委員会ネットワーク機構，農地中間管理機構と連携し，

管内の農地の借入れ意向のある認定農業者及び新規参入希望者（法人を含む。）

を把握し，必要に応じて相談会等を実施する。 

 

②企業参入の推進について 

担い手が十分いない地域では，企業も地域の担い手になり得る存在であるこ

とから，農地中間管理機構も活用して，企業の参入の推進を図る。 

 


